
○愛西市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則 

平成２７年３月２５日 

規則第１１号 

（定員） 

第１条 愛西市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２７年愛

西市条例第４号。以下「条例」という。）第３条のクラブの定員は、次の

表に定める人数とする。 

名称 定員 

佐屋第１児童クラブ ４０人 

佐屋第２児童クラブ ４０人 

佐屋西児童クラブ ８０人 

市江児童クラブ ４０人 

永和児童クラブ ８０人 

立田北部児童クラブ ４０人 

立田南部児童クラブ ８０人 

開治児童クラブ ３０人 

八輪児童クラブ ４０人 

北河田児童クラブ ８０人 

勝幡児童クラブ ３６人 

草平児童クラブ ８０人 

西川端児童クラブ ８０人 

２ 前項の表に規定する定員については、愛西市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年愛西市条例第１９号）

第９条に規定する設備の基準の範囲内において、その数を超えて登録する

ことができるものとする。 

（クラブへの登録申請） 



第２条 条例第７条第１項の登録申請は、児童クラブ登録申請書（様式第１

号）及び市長が特に必要と認めた書類を提出しなければならない。 

２ 市長は、条例第７条第２項の規定による審査の結果、当該児童のクラブ

への登録を適当と決定したときは、児童クラブ登録承諾通知書（様式第２

号）により、当該児童の登録を適当でないと決定したときは児童クラブ登

録不承諾通知書（様式第３号）により、それぞれ当該児童の保護者に通知

するものとする。 

３ クラブへの登録期間は、登録の月からその年度の末までとする。 

４ 市長は、条例第７条に規定する登録児童の状況を常に明らかにしておく

ものとする。 

（登録児童の保護者等の講ずべき措置） 

第３条 登録児童の保護者は、当該登録児童に付き添ってクラブへ送迎しな

ければならない。ただし、小学校の授業の終了後におけるクラブへの通所

にあっては、通常の下校と同じ扱いとし、当該小学校から通所できるもの

とする。 

２ 登録児童の保護者は、当該登録児童について、やむを得ない理由により

連続して７日（当該連続する日の間に条例第４条の規定による事業を実施

しない日が含まれる場合にあっては、当該日を除く。）以上クラブへ通所

できないときは、市長にその旨を届け出なければならない。 

３ 登録児童の保護者は、当該登録児童について、クラブへの登録の必要が

なくなったときは、児童クラブ登録辞退届（様式第４号）を、市長に届け

出しなければならない。 

（利用料の免除） 

第４条 条例第１０条の規定により利用料を免除することができる場合とは、

登録児童の保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合であるものとす

る。 



（１） 震災、火災その他これらに類する災害により、当該世帯の居住の

用に供する住宅が全焼し、全壊し、又は流失した場合 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けてい

る場合 

（３） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童扶養手

当の全部又は一部を受給している場合 

（４） その他市長が特に必要であると認めた場合 

２ 前項の規定による利用料の免除を受けようとする者は、児童クラブ利用

料免除申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。ただし、

市長が特に必要と認めた場合に限り、これを省略することができる。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その該当の有無を確認

し、児童クラブ利用料免除決定通知書（様式第６号）又は児童クラブ利用

料免除却下通知書（様式第７号）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

４ 前項の規定により、利用料の免除を決定された者が、第１項各号のいず

れかに該当しなくなった場合は、児童クラブ利用料免除資格喪失届（様式

第８号）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により利用料免除の資格喪失を決定したときは、児

童クラブ利用料免除取消通知書（様式第９号）により、当該申請者に通知

するものとする。 

（クラブへの登録の取消し） 

第５条 市長は、登録児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該登録児童に係るクラブへの登録を取り消すことができる。 

（１） 登録児童の保護者が、第３条第２項の規定による届け出をするこ

となく、当該登録児童について、７日以上連続してクラブの提供を受け

させなかったとき。 



（２） 連続で３箇月以上クラブの利用がなかったとき。 

（３） 登録児童の保護者から、第３条第３項の規定による届け出があっ

たとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録児童に係るクラブへの登録を取り消した

ときは、当該登録児童の保護者に対し、児童クラブ登録取消通知書（様式

第１０号）により、通知するものとする。 

（届出の義務） 

第６条 登録児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童

クラブ申請事項変更届（様式第１１号）及び必要な書類を速やかに市長に

提出しなければならない。 

（１） 登録児童が死亡したとき。 

（２） 疾病その他登録児童に事故が生じたとき。 

（３） 登録児童又は保護者の住所に異動があったとき。 

（４） その他市長が特に必要があると認めたとき。 

（小学校との連携） 

第７条 市長は、事業の実施に当たっては、小学校の校長との連携を図り、

その協力のもとに、円滑な事業の遂行に努めるものとする。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、愛西市放課後児童健全育成事業実施

要綱（平成２４年愛西市告示第４９号）の規定によりなされた処分、手続



その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手

続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの

規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、

なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の愛西市情報公開条例

施行規則、第２条の規定による改正前の愛西市個人情報保護条例施行規則、

第３条の規定による改正前の愛西市国民健康保険税条例施行規則、第４条

の規定による改正前の愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に

関する条例施行規則、第５条の規定による改正前の愛西市放課後児童健全

育成事業の実施に関する条例施行規則、第６条の規定による改正前の愛西

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例施行規則、第７条の規定による改正前の愛西市助産及び母子保護の実

施に関する規則、第８条の規定による改正前の愛西市児童手当等事務処理

規則、第９条の規定による改正前の愛西市子ども手当事務処理規則、第１

０条の規定による改正前の愛西市遺児手当支給条例施行規則、第１１条の

規定による改正前の愛西市児童福祉法施行細則、第１２条の規定による改

正前の愛西市老人福祉法施行細則、第１３条の規定による改正前の愛西市

老人医療事務取扱細則、第１４条の規定による改正前の愛西市後期高齢者

医療に関する条例施行規則、第１５条の規定による改正前の愛西市身体障

害者福祉法施行細則、第１６条の規定による改正前の愛西市知的障害者福

祉法施行細則、第１７条の規定による改正前の愛西市障害児福祉手当及び



特別障害者手当等事務取扱規則、第１８条の規定による改正前の愛西市精

神障害者医療費支給条例施行規則、第１９条の規定による改正前の愛西市

在宅障害者扶助料支給条例施行規則、第２０条の規定による改正前の愛西

市国民健康保険条例施行規則、第２１条の規定による改正前の愛西市国民

健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則、第２２条の

規定による改正前の愛西市介護保険条例施行規則、第２３条の規定による

改正前の愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例施行

規則、第２４条の規定による改正前の愛西市農業集落排水事業等分担金に

関する条例施行規則、第２５条の規定による改正前の愛西市農業集落排水

事業等宅内配管整備資金融資あっせん規則、第２６条の規定による改正前

の愛西市企業立地促進条例施行規則、第２７条の規定による改正前の愛西

市駅前広場等管理条例施行規則、第２８条の規定による改正前の愛西市下

水道条例施行規則、第２９条の規定による改正前の愛西市下水道事業受益

者負担金及び分担金条例施行規則、第３０条の規定による改正前の愛西市

下水道事業区域外流入分担金条例施行規則、第３１条の規定による改正前

の愛西市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則及び

第３２条の規定による改正前の愛西市火薬類取締法施行細則に規定する様

式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則（令和３年３月２５日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されてい

る申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、

使用することができる。 



附 則（令和５年３月２４日規則第４号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第４条関係） 

様式第８号（第４条関係） 

様式第９号（第４条関係） 

様式第１０号（第５条関係） 

様式第１１号（第６条関係） 

 


